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1.緒 言

近年,北 海道産広葉樹の材質の優良性が高 く評価され,そ の保続 ・育成が強 く要請され

ている.そ の要請にこたえる具体的な技術的方法 としては,針 広混交天然生林を対象 とし

たいわゆる天然林施業において,有 用広葉樹の保残 ・保育が配慮されている.し かしなが

ら,広 葉樹の保続 ・育成の主要対象森林は,現 存する広葉樹天然生林であると考えられる

が,そ れに対する技術的方法はほとんど確立されていない といえよう.

そこで,北 海道地方における広葉樹天然生林の林相を改良しなが ら保続生産林へ誘導し

広葉樹の保続 ・育成をはかる技術的方法のひとつ として,細 胞式舌状皆伐作業法を案出し

た.こ の作業法は,天 然更新による小伐区皆伐法を基軸とするものであって,そ れに林道

網との関連性を重視し,さ らに森林の公益的機能の保持を配慮して森林の生産組織化をは

かるものである.

もちろん,こ の細胞式舌状皆伐作業法が広葉樹の保続 ・育成に対して合理的であるかい

なかは今後の現実林 への 適用試験結果をみて判断 されるものであることはい うまでもな

い.し たがって,こ こでは,そ の基本的生産組織の構想と若干の現実林への適用例を明ら

かにするに とどまるものである.



なお,こ の作業法の案出にあた り,ご 懇切なるご指導を賜わった九州大学森林経理学教

室井上由扶教授をは じめ,九 州大学演習林長木梨謙吉教授,同 研究部長青木尊重助教授,

同北海道地方演習林長柿原道喜助教授に対 し,衷 心より感謝の意を表する.ま た,こ の研

究遂行上,九 州大学北海道地方演習林 の総務掛長尾西幸八郎事務官をはじめ,内 藤馨技

官,田 中玄三事務官,中 井武司技官,綱 島光一技官,中 村剛技能補佐員,高 山富栄事務

官,鈴 木宏子事務官,十 文字敬子事務補佐員ご一同のご支援を得るとともに,こ とに外業

では,中 井武司技官,中 村剛技能補佐員の多大のご協力を得た.こ こに各位に対して謝意

を表するものである.

Ⅱ.基 本 的 原 則

細胞式舌状皆伐作業法の基本的生産組織を明らかにするにさきだち,本 作業法を案出す

るにあたって,そ の基本とした諸原則を明らかにすると以下のとお りである.

1)広 葉樹構造材生産林の造成

本作業法は,広 葉樹天然生林に適用されるものであ って,そ れを針葉樹人工林に林種転

換することを目的 としたものではな く,あ くまでも有用広葉樹の優良混生林(輪 伐期150

年)へ 誘導し,広 葉樹構造材の保続生産林を造成することを基本目的としたものである.

2)皆 伐天然更新法の採用

本作業法における伐採一更新法としては,皆 伐天然更新法を基本方式とする.た だし,

適用段階においては,一 律な潔ぺき皆伐を行な うことな く,収穫 上あるいは保護上有効 と

認められる立木はなるべ く多 く保残するとともに,天 然更新法にも人工播種 ・人工植栽お

よびその他の必要 と認め られる補助手段を積極的に加味することはいうまで もない.

3)小 伐 区 の 設定

本作業法における基本的伐採法は皆伐であるから,そ の皆伐を前提 として森林の公益的

機能の保持をはかるために万全を期さねばならない.そ の一方策 として,一 皆伐面をなる

べく小 さくするものとす る.

4)不 完全伐採列区の設定とその着手順序

皆伐を前提として,森 林の公益的機能の保持をはかる方策 としては,皆 伐面を小さくす

るとともに,そ れ らを遂次隣接させず,な るべ く分散させることである.そ こで,本 作業

法においては,生 産組織上の有利性をも考慮して,不 完全伐採列区を設定 し,原 則 として

は,そ の不完全伐採列区を単位 として皆伐面の分散をはかるものとす る.

なお,そ の不完全伐採列区を単位とする伐採一更新の着手順序は,

① 同一山腹斜面においては,最 上部から着手すること.

② 同一山腹斜面においては,上 部→中部→下部とい う順序で連続して着手しないこと.

③ 一作業級が2以 上の小流域によって構成されている場合には,同 一小流域で連続し

て着手しないこと.

という原則にしたが って決定するものとする.こ のような着手順序による場合は,皆 伐面

の下部に森林状態が現存するとい う条件下におかれ るため,森 林の公益的機能の保持に有

効であるとともに,広 葉樹の更新の確実を期す る観点からも合理的であると考えられ る.

5)等 高線林道の開設

山腹斜面の地形に応 じ,等 高 線沿いにゆるやかな勾配(基 準 勾配5%1))の 林道(以



図一1等 高線林道の路線選定方法

Fig. 1 The selection method of 

      the contour road line

下,等 高線林道 という)を 合理的な間隔で開設

する.そ の路線選定にあた っては,図 一1に 示

すよ うに,流 水が山腹斜面の小尾根の嶺線に向

か うように配慮する.そ の結果,等 高線林道の

路線は小尾根を通過する場合は山腹斜面の下部

へ張出し,小 沢を通過する場合は山腹斜面の上

部へ くい込む ことになり,き わめて曲線的 とな

る.こ のような林道の開設法は,切 土 ・捨土が

少なくなるから,林 道そのものの開設および維

持管理の合理化に効果的であるとともに,森 林

の公益的機能の保持をはかる方策のひとつにな

るのである.

6)林 道に接する伐区の設定

すべての小伐区は,林 道の開設進度にともな

って遂次分画するものとし,そ の小伐区の山腹斜面の下部は,前 述のような曲線性に富む

等高線林道に接して設定することを基本的原則 とする.

7)移 動式簡易クレーン集材方式の採用

すべての小伐区は,前 述のように林道に接して設定されることを考慮し,基 本的集材方

式として林道を自走する移動式簡易クレーン(ト ラ ツク ・クレーン)集 材を採用する.な

お,ク レーンの有効集材距離は,一 地点から半径約50m以 内が最大限度である2)と され

ているから,こ の距離(た だし斜距離)が 山腹斜面における等高線林道の斜距離聞隔を規

制する結果 となる.

8)保 護樹帯の設定

小伐区の山腹上部および両側面の3方 には,幅30mの 保護樹帯を設定することを基本

的原則 とする.し たが って,佐 藤の提唱する細胞式造林法3)を 応用する結果 となり,そ の

保護樹帯の具体的な設定位置は,山 腹斜面の最上部の尾根筋(幅30m),中 腹部の小沢筋

(幅30m)お よび最下部の沢筋(幅 は一律でない),そ れに等高線林道の下部(林 道に接し

て幅30m)と い うことになる.な お,こ れらの保護樹帯は,本 作業法においては,従 来

における伐区内の林木保護の機能 とともに,さ らにつぎのような機能を果すものとする.

① 小伐区内の林木保護のための保護林

② 小伐区内の側方天然下種更新促進のための母樹林

③ 補植用ポット付苗木養成のための移動苗畑

④ 弱度の単木分散伐採による収穫量弾力化のための予備林

⑤ 皆伐および林道開設にともなう山腹斜面崩壊または表土流亡防止のための防災林

9)収穫 予定の弾力性

収穫予定法の基本方式 として面積平分法を採用し,生 長量法,数 式法などを勘案して総

合的に判定す るものとする.た だし,こ のような方式による場合においても,生 産組織上

のほぼ均等量の収穫保続に困難をともなうことが予想されるか ら,前 述したように保護樹

帯の弱度の単木分散伐採によって,収穫 量を調整するものとする.



Ⅱ1.基 本 的 生 産 組 織

i.保 続生産林への誘導技術過程

以上の基本的原則を総括して,誘 導期間終了後の生産組織に支障を生 じないように配慮

しながら,広 葉樹天然生林を有用広葉樹構造材の保続生産林へ誘導する技術過程を明らか

にする.な お,誘 導期間は,本 作業法においては,適 用開始か らは じめの150年 間(第1

輪伐期)に 相当する.

(1)等 高線林道開設法 と単位伐区分画法

伐採一更新は山腹上部から着手されるから,そ れにともなって等高線林道 も山腹斜面の

最上部路線から開設する.そ の開設法は,ま ず尾根に沿って30m幅 の保樹護帯を設定 し

その下部林縁から図一2に 示すような斜距離の位置に等高線に沿 って開設す る.す なわち,

小尾根の嶺線が襖状傘伐作業法における搬出

界線4>に相当するから,矢 印の集材方向の斜

距離が50m(ク レーン集材の最大有効距離)

以内になるように路線を選定して開設する.

この林道の開設進度にともなって,遂 次山腹

最上部の単位伐区(小 伐区)を 分画するので

あるが,図 一2に 示すように,下 部は林道に

接して分画し,上 部は尾根に沿って設定され

た保護樹帯に接し,両 側面は小沢に沿って設

定された保護樹帯に接して分画する.し たが

って,一 単位伐区(一 小伐区)は,小 尾根の

嶺線をほぼ中心にして,下 部は林道に接し,

他の3方 は強固な細胞膜に相当する広葉樹の

保護樹帯によって抱護され ることになる.

ついで,中 腹路線の等高線林道を開設す る

場合には,最 上部林道 に 沿ってその下部に

30m幅 の保護樹帯を設定し,そ の下部林縁

から図一2に 示すように斜距離が70m以 内

であるような位置に路線を選定する.こ の林

道の開設進度にともなって,遂 次中腹部の単

図一2単 位伐区分画法の模式図(一 山腹

斜面に3路 線 の場合)

Fig. 2 The model of the division method 
      of the unit block (3 lines in one 

     hillside)

位伐区の分画を行な う.す なわち,下 部および両側面は最上部の単位伐区 と同様であるが,

上部は最上部林道下の保護樹帯の下部林縁に接して分画することになる.

さらに,最 下部路線の等高線林道の開設,そ れに ともな う単位伐区の分画は,中 腹部の

場合と同一方法による.た だし,そ の林道路線は沢筋に多 くみ られるところの平坦な過湿

地より10m程 度山腹斜面へ上 った位置とす る.

以上は,基 本方式を示すために,一 山腹斜面の斜距離がほぼ300～350mで あって,3

段の等高線林道を開設する場合について,そ の方法を明らかにしたものである.し たがっ

て,2段 あるいは4段 以上の等高線林道を必要とする場合においても,こ の基本方式にも

とついて等高線林道開設および単位伐区分画をすすめるものとする.



ところで,前 述のような方式で単位伐区を分画した場合,各 単位伐区は小尾根の嶺線を

ほぼ中心 とし,そ の山腹斜面の下部の形状は,林 道路線が原則 として図一1お よび 図一2

に示すような曲線になるのに ともなって,基 準的には舌状を呈することになる.し かも,

本作業法にきわめて重要な関連性をもつ林道の路線選定にあたっては,林 道そのものおよ

び森林の公益的機能との有効性を考慮すると,単 位伐区の山腹斜面の下部の形状が舌状を

呈すること(す なわち林道路線が曲線的になること)を 明確に認識することが得策 と判断

される.こ のような観点から,単 位伐区の分画法ないしは形状にもとついて,本 作業法の

名称をあえて細胞式舌状皆伐作業法としたのである.

(2)上 下連絡林道の開設法

本作業法を適用する場合には,山 腹斜面の最上部から下部へ向って伐採一更新が着手さ

れ るから,そ れにともなって,最 上部路線の林道に沿って設定された伐区の伐出 ・育林に

支障を生 じないように,最 上部路線の等高線林道の開設 と同時に山腹斜面の下部へ連絡す

る林道(以 下,上 下連絡林道 とい う)の 開設を必要 とする.

その上下連絡林道の開設着手地点は,図 一3に 点線で示す ように,原 則 として小流域の

出口部の両側面 とし,そ の最急勾配は16%を 基準')と してスイッチバックを作設しないよ

うにす る.そ の路線の一部は図一3か ら明らかなように,そ の後に開設 され る中腹部およ

び最下部の等高線林道路線 と一致す るものである.し たが って,一 山腹斜面の林道路線の

選定は,現 実には,最 上部等高線林道 ・出口部上下連絡林道のみならず,中 腹部および最

下部の等高線林道 も同時に行なわなければならない.

図一3一 作業級(2小 流域 により構成)に おける不完全伐採列区の設定方法 の模式図

Fig. 3 The model of the setting up method of the incomplete cutting series 

      in one workingsection (composed of two small watershed)

さらに,上 下連絡林道は,小 流域の出口部の両側面に開設するもののほかに,図 一3に

点線で示す ように,小 流域の奥部の両側面にも開設する.こ の林道は,生 産組織上重要な

機能を果すものであるが,そ れについてはつぎの伐採列区のところで後述する.し たが っ

て,上 下連絡林道は,一 小流域内には,出 口部および奥部の両側面に,少 なくとも計4路

線開設することを原則とする.



(3)伐 採列区の設定法

伐採列区は,基 本的には,前 述の奥部上下連絡林道 と等高線林道にもとついて設定す

る.す なちぢ,図 一3に 示すように,一 小流域における山腹斜面を,奥 部上下連絡林道を

境界 として,左 斜面 ・右斜面 ・奥斜面に3分 し,一 伐採列区は,そ れぞれの3斜 面内にお

ける等高線林道の一路線に接 した単位伐区群 とす るのである.し たが って,た とえば山腹

斜面に3段 の等高線林道が開設され る場合には,図 一3に 示す ように一一小流域に9個(3

段 ×3斜 面)の 不完全伐採列区が設定されることになる.

なお,一 作業級が2小 流域によって構成 され,か つ山腹斜面に3段 の等高線林道が開設

され る場合の不完全伐採列区単位での伐採一更新の着手順序は,前 述の基本的原則にもと

ついて具体的に例示すると図一3の とお りである.ま た,一 不完全伐採列区内における単

位伐区の伐採一更新の着手順序は,等 高線林道の一定の開設方向に規制されることはい う

までもない.し たが って,林 道の先行開設が不充分な場合は,不 完全伐採列区内におい

ては,皆 伐面が数年間にわたって遂次連続する結果となるが,そ れは 許容 されるものと

する.

(4)年 伐区の設定法

本作業法においては,面 積平分法を採用するとともに,輪 伐期を150年 とすることを基

本的原則とするものであるから,標 準年伐区面積は,作 業級面積か ら保護樹帯および林道

数の面積を予想して差引き,残 りの純粋な生産林地面積の150分 の1に なる.し かるに一

方,本 作業法は小伐区生産組織を基本的原則 とするか ら,そ の標準年伐区面積はある一定

の限界をこえてはならない(し たがって,同 時に作業級全体の面積も一定の輪伐期を前提

として規制される結果 となるが,そ れについては後述する).そ の一定の限界を具体的に

決定することは困難であるが,以 上にのべてきたような森林生産組織化をはかることを前

提 とすれば,基 準的 には,一 年伐区の 上限面積 を5ha5)と してもさしつかえないであ

ろう.

したが って,本 作業法における年伐区は,単 位伐区を構成単位 として 設定 す るものと

し,最 大5haを こえない範囲内でほぼ標準年伐区面積に達す るように隣接単位伐区の個

数をあわせたものとする.も ちろん,一 単位伐区が一標準年伐区面積に達する場合は,一

単位伐区が一年伐区と一致することはい うまでもない.な お,年 伐量決定などとの関連性

から,現 実には,期 首に1分 期(10年 間 とす る)単 位で,す なわち10年 分の10個 の年

伐区を同時に設定するものとす る.

(5)年 伐量の決定法

各年伐区は,前 述のように,単 位伐区を構成単位 として設定し,そ の単位伐区は現実林

の地形に応じて設定されるものであるから,そ の面積を均等化することには困難をともな

い,か な りの面積の不整を生じるものと予想され る.そ の うえ,天 然生林を対象とするか

ら局所的な林相の変化が大き く,さ らに年伐区内には現実林相に応じて有用樹が適宜保残

されることを考慮すると,年 伐区内のみの皆伐量をもって年伐量とした場合は,各 年次間

の年伐量の差が大きくなるものと予測される.

そこで,保 続生産林への誘導期間においては,各 分期に属する10個 の年伐区の平均年

伐区面積に,そ の10個 の年伐区の期首におけるha当 り平均蓄積量を乗じた材積量を当

該分期のみを対象 とした標準年代量 とし,当 該分期内における各年次問のこの標準年伐量



に対する過不足はつぎのように処理する.す なわち,当 該年次の年伐区のみの皆伐量では

その標準年伐量に達しない場合,予 備林としての保護樹帯の単木分散伐採によってその不

足分を補 うとともに,年 伐区のみの皆伐量で標準年伐量を超過する場合は,そ のまま皆伐

して超過分を明確にし,そ の超過分は経常費以外の保護樹帯の更新,上 下連絡林道の先行

開設,そ の他の臨時費に充てるものとする.た だし,保 護樹帯の単木分散伐採の施行段階

においては,保 護樹帯の保護林 ・母樹林 ・防災林 としての機能が保持されるように充分な

配慮を必要 とする.

なお,樹 性を異にする広葉樹の混生林を対象 とした間伐技術体系の早期確立は困難であ

ると推測されるとともに,広 葉樹天然生林の連年生長量 も小さいと考えられるか ら,保 続

生産林への誘導過程においては,間 伐材積および生長量は年伐量に含めないことを原則と

する.

(6)林 道の年次別開設法

1)等 高線林道

年伐区は,前 述したように各分期の期首において10年 分が同時に設定されるか ら,年

伐区に接する等高線林道の先行開設は,技 術上では,可 能な条件下にある.し たが って,

林道そのものの安定,あ るいは経営上の有利性を考慮すると,な るべ く先行して開設す る

ことがのぞましいが,少 なくとも1力 年の先行開設を原則 とす る.

そこで,各 年次における等高線林道の年間開設延長は,当 該年次の翌年に伐採一更新が

行なわれる年伐区に沿 った区間 ということになる.し かし,年 代区の大きさは一定ではな

く,ま た林道路線 もあ くまで も地形に応 じたものであるのにともなって,年 次別開設延長

も多少の差異があるか ら,施 工段階においては,翌 年の伐採一更新に支障のないように配

慮する必要がある.

2)上 下連絡林道

前述した ように,こ の上下連絡林道の開設は,最 上部の等高線林道の開設が開始される

たびごとに必要 となるものであって,必 ず しも年次別開設を必要 とするものではない.し

かしなが ら,各 分期の期首において10年 分の年伐区が設定された時点で,当 該分期内に

開設を必要 とす る路線数および総延長が明らかになるとともに,さ らに当該分期内の何年

次までにどの路線の開設を必要とするかが明らかになる.

したが って,期 首において10年 分の年伐区が設定 されたならば,同 時に年次別の年伐

量がすでに明らかになるから,標 準年伐量を超過する年次と開設必要年次とを合理的に組

合わせれば,計 画的な先行開設 も可能な場合があるといえる.

(7)年 伐区における林分造成法

以上のようにして,1個 または2個 以上の単位伐区によって構成された年伐区は,基 本

的には,皆 伐しその跡地に天然更新によって後継林分を造成することになる.し かしなが

ら,前 述したように,一 律な潔ぺき皆伐を行な うことな く,樹 種 ・年令 ・形質などを総合

的に判断し,保 残する価値のあるものは単木状あるいは群落状に伐 り残す とともに,天 然

更新にも下種地拵 ・補播(人 工播種)・種子覆土 ・枝条整理 ・補植(人 工植栽)・ 稚樹刈出

などの更新補助技術を必要に応じて積極的に加味すべきである.

ついで,除 伐 ・枝打 ・間伐などの保育技術は,林 道の開設にともなって設定された年伐

区において,こ れ らの保育技術の施行が 必要 と認め られた 段階 で逐次施行するものとす



る.し たがって,ま だ林道が開設されず,そ れにともなって年伐区が設定されていない天

然生林分においても,こ れらの保育技術の施行が必要な段階に達しているものもあると予

想されるが,そ れらの林分に対する年伐区設定前の保育技術の施行は原則としてしないこ

とにする.

さらに,2個 以上の単位伐区によって 乞

構成された年伐区においては,小 沢に設

定された保護樹帯が中間に介在するが,

これはあくまでも小伐区皆伐法の基本的

原則にもとついて皆伐せずに保残する.

その結果,図 一4に 示す ように同一年次

の皆伐面は2個 以上に分断されることに

なる.

なお,図 一4に 示したような年伐区に

後継林分を造成する方法は,一 作業級に

おいて,ほ ぼ一定量の保続生産が一応軌

道にのった段階における林分造成法 とほ

ぼ同一 とみなされ るか ら,こ こでは前述

図一42個 の単位伐区(最 上部伐採 列区 内)で

構成 された年伐区 の皆伐後の模式 図

Fig. 4 The model of the annual cutting 

      block composed of two unit blocks 

      (in the most upper cutting series) 
      which was already clear-cut

した程度に とどめ,保 続生産過程のところでさらに体系的に後述す ることにす る.

ii.保 続生産林における基本的生産組織

一定の作業級において,150個 に区画された年伐区に対 し,150年 間にわたって伐採一

更新が繰返され,後 継林分に対 して一連の適切な保育技術が施行 されれば,ほ ぼ一定量の

保続生産が一応軌道にのった段階に到達す るであろ う.そ の段階における基本的生産組織

を明 らかにすると以下の とお りである.

(1)年 伐区における林分造成法

1)林 分造成技術上の基本的要件

本作業法は,有 用広葉樹が混生す る構造材生産林を造成するものであるが,そ の 構成

単位となる年伐区の 林分造成技術上 の 基本的要件をまず 明らかにす るとつぎのとお りで

ある.

① 更新期において,密 立更新樹を確保すること.

② 幼令期までにおいて,上 層林冠を単層一斉状態に構成すること.

③ 壮令期以後において,上 層間伐を採用することにより,肥 大生長を促進させること.

④ 主伐期において,長 伐期を採用することにより,高 令 ・大径林を造成すること.

2)林 分造成の基本的技術体系

一・年伐区の一生産期間にわたる具体的な林分造成技術体系を現段階において明らかにす

ることは困難であることはい うまでもない.し たがって,こ こでは,前 述の基本的要件に

もとづき,さ らにミズナラ構造材生産林分造成法6)を 準用しながら,基 本的技術体系を示

す程度にとどめるものとす る.

まず,更 新期においては,皆 伐天然更新法を基本方式とするが,具 体的には,

① 皆伐前の伐区内林面の既存種子を活用す る下種更新



② 皆伐木 自身からの落下種子を活用する下種更新

③ 皆伐木自身の伐根から発生する萠芽を活用する萠芽更新

④ 皆伐後の保護樹帯および伐区内保残木からの飛散種子を活用する下種更新

を併用することにより,8月 下旬～9月 中旬までに下種地拵 を行なって,翌 年3月 下旬～

4月 上旬に皆伐し,同 時にその皆伐木の搬出を完了して,た だちに当年の7月 中旬までに

ha当 り5～10万 本の密立更新樹を確保する.こ の発生密度が確保されていない場合は7

月下旬以降に人工植栽(ポ ット付広葉樹苗植栽 とし,養 苗は保護樹帯内の移動苗畑で行な

う)に より更新樹を補充する.そ の後,5年 生前後までにおいて,必 要に応じて筋刈によ

る稚樹刈出を行な うものとする.

ついで,幼 令期までにおいては,上 層林冠の単層 うっ閉状態をつねに維持するように配

慮しながら,必 要に応 じて除伐 ・枝打を施行 し,35年 生に達したとき,上 層木の平均枝下

高が 約7mに 達することを基本的目標 とする.

さらに,壮 令期以後においては,枝 下高を7m以 上形成させることを考慮せず,樹 種

による樹型(羽 状型 ・箒状型)・耐陰性 ・有用性 ・肥大生長持続性 などの 相異を考慮しな

がら,35年 生か ら150年 生までの約115年 間にわたって10数 回の上層間伐を施行し,表

一16)に 示すような150年 生の主伐林分を造成する.

表一1主 伐 林 分 の 目 標(150年 生)

 Table-1 Aim of the stand for the final cutting (150year-old forest)

林 分 構 成(主 伐 木)
Standcomposition(treefor丘nalcutting)

樹 高
Height

枝 下 高Cl
earlength

胸 高 直 径
D.B.H

ha当 り 本 数

Numberoftreesperha

ha当 り 材 積

Volumeperha

収穫さ れ る 構 造 用 素 材
Yieldofthestructuraltimber

径 級Di
ameterov(

長 級
Length

ha当 り収穫 材 積

Effectivevolumeperha

収穫利 用 率
Percentageofeffectivevolume

年 輪 幅
Annualringwidth

なお,保 続生産林への誘導過程 と同様に,保 続生産過程においても,主 伐林分で保残す

る価値のあるもの,た とえばセンノキなどの陰樹のうちで形質優良な下層木などは伐採 し

ないことにする.

(2)森 林 組 織 法

本作業法が適用された一作業級の森林は,基 本的には,図 一2か ら明らかなように,舌

状を呈する単位伐区 ・保護樹帯 ・林道数を最小単位 として構成され る.

さらに,そ の うちの保護樹帯によって3方 が抱護された単位伐区は数個結合 されて年伐

区に組織化される.た だし,単 独で年伐区を構成する場合もあるが,結 合された場合は中

間に保護樹帯が介在し,区 画上は分断された状態を呈す る.そ の年伐区は,さ らに数個結

合されて不完全伐採列区に組織化され るが,そ の不完全伐採列区は,作 業級内の小流域を

左斜面 ・右斜面 ・奥斜面の3斜 面に分割するとともに,一 斜面を数段に分割して構成され

るものである.



このよ うな組織化によって,一 作業級の森林は,全 体 としては1年 生から150年 生にい

たる150令 階のほぼ均等な一定面積(た だし,5ha以 下)の 一斉林分によって構成され

る.し か しなが ら,細 部にわた ってみると,図 一3か ら明らかなように,等 高線に沿って

は,数 個の林分はその林令隔差が一年であ り,全 体としても比較的林令隔差は小さいが,

山腹斜面の上下においては林令隔差がかな り大きくなるように組織化されるのである.

(3)年 伐量の決定法

年伐量は,150年 間(す なわち15分 期間)に わた る保続生産林 への 誘導過程で設定さ

れた年伐区 とその伐採一更新の順序にもとついて決定されるのが原則となることはい うま

で もない.た だし,誘 導過程においては間伐材積は標準年伐量に加算されていなかったが,

今後150年 間にわたって間伐技術体系の試験研究が行なわれることを前提とすれば,保 続

生産過程に達した段階においては,間 伐技術体系はほぼ明 らかになると推測されるか ら,

全作業級を対象 とした要間伐林分の間伐材積 も標準年伐量に加算するもの とする.

まず,標 準主伐量については,各 分期に属す る10個 の年伐区の平均年伐区面積に,表
一1に 示 したha当 り主伐木材積を乗じた材積量とする.た だし,ha当 り主伐木材積は,

つねに一律ではなく,育 林技術の進歩によって増大が可能 と認め られる段階にいたれば,

そのより大きい材積に分期ごとに変更されるものであることはい うまでもない.

つぎに,標 準間伐量については,一 作業級内においては,す べての令階の年伐区林分が

1個 ずつ存在す るか ら,一 定の間伐技術体系が決定されれば,そ れにもとついて各年次と

も順次同数の年伐区林分を間伐することになる.こ の間伐技術体系は,前 述したように今

後の研究によって明らかにされ るものであるが,た とえば ミズナラの場合を準用するとす

れば表一27)に 示すとお りである.

これは一年伐区林分について示したもであるが,一 作業級においては,各 年次 とも順次

これ らの林令に達する年伐区林分が1個 ずつ,合 計11個 存在する結果 となる.し たがっ

表一2間 伐技術体系(上 層木 のみを対象)

Table-2 Thinning technique (only tree of the upper story crown)



て,各 間伐林令におけるha当 り基準間伐材積が決定され,そ れをD.で 表わす と,各 年

次における標準間伐量は,

騨 間伐量=ΣD。 ×標準年伐区面積
n:e1

となる.た だし,D、 は,つ ねに一律ではなく,育 林技術の進歩によって増減させる必要

があると認められる段階にいたれば,主 伐材積と同様に分期ごとに変更されるものである

ことはい うまでもない.

(4)作 業級の設定法

保続生産林への誘導過程における年伐区の設定法のところで前述したように,一 年伐区

面積に一定の限界すなわち5ha以 下 とい う限界があるのにともなって,一 作業級の面積

に限界を生 じる結果となる.

本作業法を適用する森林の一年伐区の平均面積 すなわち標準年伐区面積が最大の5ha

である場合には,年 伐区のみの総面積は,輪 伐期が150年 であるのにともなって750ha

(5ha×150個)と なる.し かるに,作 業級面積としては,さ らに保護樹帯および林道数

の面積をこれに加算しなければならない.こ の両者は,単 位伐区の分画法,保 護樹帯の設

定法および林道網の開設法などを総合して判断すると,基 準的には450ha程 度に達し,

全作業級面積の約40%を 占めるものと予想される.し たがって,一 作業級の全面積は,

基準的には約1,200haに 達す る結果 となる.

これはあくまでも一作業級面積の基準的な上限を予想 したものであって,本 作業法を適

用しようとする森林の地形などによっては,こ れよりい く分広 くても小伐区皆伐法にもと

つ く生産組織化が可能な場合 もあろ う.し かしなが ら,こ の基準的な上限面積を大幅にこ

える森林に本作業法を適用しようとするならば,そ の森林を,図 一3に 示したような小流

域を単位 として,こ の上限面積程度のブロックに分割し,そ れぞれのブロックごとに作業

級を設定すべきである.

図一5対 象林の小流域

における位置

(小流域全面積

339.88ha)

IV.林 道網 設定 お よび単 位伐 区分 画 の実施 例

以上にのべてきた本作業法の基本的生産組織における保続生

産林への誘導過程の うち,林 道網の設定および単位伐区の分画

を現実林を対象 として実施してみた.以 下その結果について明

らかにする.た だし,林 道網の設定は,現 実に開設したもので

はなく,1971年12月 に路線を選定したまでの段階にとどまる

ものである.

i.対 象林の概況

(1)位 置および面積

対象林は,九 州大学北海道演習林第6林 班の一山腹斜面の一

部であり,その総面積は35.15haで ある.こ の対象林は,図一3

に示すような小流域 との関連についてみると,図 一5に 示すよ

うに,本 演習林第6,7,8林 班で形成 される小流域339.88ha

の左斜面の出口部に近い部分に相当していることになる.



(2)地 況

対象林内の地況は,山 腹斜面の中腹部までは比較的傾斜度が小 さく10.～15。 であるが,

中腹以上は20。～25。 の中傾斜地が多 く,部 分的には30.を こえる急傾斜地 もある.本 作

業法に密接な関連性を もつ山腹斜面の小尾根の形成状態は,山 腹下部においては明確であ

るといえるが,山 腹斜面の上部に向 うにつれてしだいに明確さを欠き,複 雑に分岐してい

る.な お,山 腹斜面における小沢には全 く流水はみ られない.

(3)林 況

構成樹種は,ミ ズナラ・シラカンバ ・ヤエガワカンバ ・シナノキ ・センノキ ・ヤチグ

モ ・カツラ ・オニグルミ・ハルニレ・イクヤカエデ ・キハダ ・エンジュなどで,北 海道産

の有用広葉樹の混生す る広葉樹天然生林であ り,針 葉樹の混交は全 くみられない.し かし

なが ら,そ れ らの広葉樹の形質は,概 括的には不良であるが,部 分的には優良な小 ・中径

木で構成された壮令林分があり,な かには優良大径木 も点在している状態にある.そ の平

均蓄積は,ha当 り約70m3と 推定 され る.

ii.林 道網の設定結果

(1)等 高線林道

前述の等高線林道開設法にもとついて,そ の路線を選定した結果は図一6に 示すとお り

であり,4段 の開設を必要とする.そ れら相互間の間隔は,100mの 斜距離を基準 として

選定したにもかかわ らず,現 実にはきわめて不整であることがわかる.こ の結果は,現 実

の路線選定にあた っては,山 腹斜面の斜距離にもとついて間隔を決定したのに対し,図 一

6の 結果は水平距離に換算 して作図されていることにもよるが,主 として地形に大きく左

右されていることによるものである.し か しながら,現 実には,ク レーンによる単位伐区

内および保護樹帯の伐採木の集材には,上 下連絡林道を活用するとともに,小 尾根の嶺線

が搬出界になっていることを考慮す ると,伐 倒方向を合理的に規制すれば,支 障のない林

道網になっているものである.

ところで,こ の4段 の等高線林道の総延長は約4,150mに 達する.し たがって,対 象林

内35.15haのha当 り林道密度は,結 果的に約120mと なる.現 実に本作業法を適用

図一6林 道網選定と単位伐区分画の結果

Fig. 6 The results of the forest road network selection 
      and the unit block division



する場合には,上 下連絡林道が開設されることを考慮すると,こ の等高線林道のみによる

林道密度よりもい く分大きくなると考えれる.こ の結果から,本 作業法が適用された一作

業級の森林のha当 り林道密度は130～140mに 達するものと推定される.し たがって同時

に,本 作業法は,こ の程度の林道密度を前提 とした生産組織であるともいるのである.

(2)上 下連絡林道

図一5に 示した小流=域を対象 として,現 実に本作業法を適用す る場合には,上 下連絡林

道の開設着手地点はさらに出口部の近 くに下 るのであるが,こ こでは,あ くまでもこの対

象林内のみでの上下連絡を試みたものである.

路線の選定結果は図一6に 示すとお りであって,2段 目林道から1段 目(最 上段)林 道

に連絡す る路線で,原 則に反 してスイッチバックを作設する結果となった.し かしなが ら

スイッチバック部分は,き わめて平坦な小尾根の嶺線に相当し,傾 斜面での危険なスイッ

チバックではないか ら支障はない と判断したためである.

ところで,上 下連絡林道のうち,等 高線林道と一致しない路線の延長は1,150mで,

それぞれ250～350mで 連絡することが可能であ った.し かるに,等 高線林道 と一致す る

路線の延長は約500mに 達したが,こ の結果は,図 一6か ら明 らかなように,3段 目林道

と一致する部分が大きくなったためであ って,⑫ 伐区の下部お よび ⑪ 伐区の上部が急傾

斜地であるため,こ の急傾斜地における林道開設路線数をなるべ く少なくするのが得策 と

判断したことによるものである.こ の上下連絡林道は臨時的な経費による先行開設を要す

るものであるか ら,原 則 としてはなるべ くその延長を短か くすべきであ るが,以 上のよ う

に地形に左右されてその延長が長 くなるのも,森 林の公益的機能の保持を配慮す るならば

やむを得ないこととしなければな らない.

iii.単 位伐区の分画結果

(1)形 状

前述の4段 の等高線林道網の設定 と山腹斜面における小沢によって,図 一6に 示すよう

に,19個 の単位伐区が分画される結果 となった.そ の19個 の単位伐区の形状をみると,

本作業法を適用する森林の山腹斜面における小尾根の形成状態によっては,現 実には,必

ずしも典型に近い舌状を呈するものばか りではない とい う結果が起 りうることがわかる.

しかしながら,本 作業法の適用森林における単位伐区の山腹斜面における下部の形状が舌

状を呈するとい うことは,あ くまでも基本的原則 として明確に認識してお くべきであると

考えられる.

(2)面 積

図一6に 示された各単位伐区の面積をみると,最小は ④ 伐区の0.32ha,最 大は ⑰ 伐区

の2.20haで あって,平 均0.95haと なり,い ずれの単位伐区も本作業法適用森林にお

ける小伐区の上限面積5haを こえてはいない結果 となった.も ちろん,一 単位伐区の面積

は,山 腹斜面における小尾根の大きさなどの地形によって左右されることはい うまでもな

いが,こ の実施例か ら判断すると,等 高線林道の基準的開設問隔(斜 距離にして100m)

に規制されて,5haを 大幅にこえる場合は少ないものと予測される.

ところで,19個 の単位伐区の合計面積は18.06haで あって,こ れは全対象林面積35.15

haの 約51%に 相当している.し たが って,林 道数および保護樹帯の面積は約半数に達す



る結果となった.こ れは,図 一6か ら明らかなように,最 下段林道から沢 までの距離が近

いところでも約50mは あ り,こ の間の保護樹帯が広 くなったためである.こ のように,

本作業法が適用され る森林の山腹斜面の斜距離によっては,現 実には皆伐す る林地の全林

地に対す る比率がそれほど大きくならない場合が 起 りうる.し かしなが ら,本 作業法に

おけ る伐採法の基本は,あ くまで も皆伐であることを 明確 に 認識 すべきであると考えら

れる.

V.本 作 業法 の適用 上 の注意 点

1)本 作業法は,は じめにふれたように小伐区皆伐法を基軸にしたものであるが,そ れ

とともに林道を基軸とした生産組織であるともいえる.し たがって,本 作業法を適用しよ

うとする一作業級の森林が,既 往に 設定された林班の2個 以上にまたがる場合には,林

班を単位 とせず,あ くまで も林道にもとついて森林生産がすすめ られることに 注意 を 要

す る.

たとえば,図 一5に 示す ように,一 小流域が3個 の林班から構成されている場合は,等

高線林道が既往の6～7林 班および7～8林 班の両林班界を考慮せず,あ くまでも等高線に

沿い,連 続 して開設され るとともに,伐 採列区界 となる奥部上下連絡林道も地形に左右さ

れて両林班界 とは必ず しも一一致しないのである.し たがって,伐 採一更新,保 育一保護な

どの森林生産技術は,こ の2種 の林道にもとついて施行されるか ら,既 往の林班界は考慮

されない結果 となる,

2)上 下連絡林道の開設にあたっては,保 続生産林への誘導が開始されてか らかな りの

年数が経過した段階においては,年 伐量の過不足と開設に必要な年次 ・路線位置 ・延長な

どとを適切に調整すれば,合 理的な先行開設 も不可能ではないと推測される.し かしなが

ら,誘 導開始の第1年 次においては,少 なくとも一路線の上下連絡林道の先行開設を余儀

なくされ,そ れにともなって臨時的な相当額に達する先行投資を必要とすることに注意を

要す る.

た とえば,図 一6に おけ る最上段の ① 単位伐区が誘導開始第1年 次 の一年伐区に相当

す るものと仮定 すれば,そ の年伐区に沿 う等高線林道延長(経 常的経費による開設)が

280mで あるのに対し,そ れ と同時に開設を必要 とす る上下連絡林道延長(臨 時的経費に

よる開設)は,実 施例のところでのべたように1,650mで あって,前 者の約6倍 にも達

す る.

3)本 作業法が適用された森林には,年 伐区数だけでも150個 に達し,そ れらの構成単

位 となる単位伐区数はさらに多くなる.そ の うえ,こ れらは相当数の不完全伐採列区のい

ずれかに属す ることになる.そ のため,い ずれの不完全伐採列区に属しているかか明らか

になるように配慮 して,そ れぞれの単位伐区あるいは年伐区の現地における標示を明確に

すべきであることに注意を要する.

たとえば,つ ぎのように標示するのも一方法であろ う.す なわち,

流 域 斜 面:A,B,C,… …(着 手順)

山腹上下段:1,II,III,… …(上 部か ら下部への順)

単位伐区No.:1,2,3,… …(伐 採列区内での一定方向順)

とすれば,伐 採列区はAIな どのように流域斜面と山腹上下段の組合わせで表示されるこ



とにな り,各 単位伐区は,そ れぞれの伐採列区内のみの通 し番号 とし,AI1,AI2,AI,,…

…のように表示され ることになる.そ こで現地には,こ のように流域斜面 ・山腹上下段 ・

単位伐区No.の 三者を組合わせて明示した標示板を各単位伐区の林道に接 した中央部に

作設する方法である.な お,こ の場合は,年 伐区の現地標示は行なわず,帳 薄上で整理す

ることになる.

4)本 作業法が適用された一作業級の森林において,150年 間にわたる誘導期間が終了

し,ほ ぼ一定量の保続生産が一応軌道にのった段階に到達すれば,そ れ以後においては,

一作業級全体の育林に要する労働力はほぼ一定になることはい うまでもない.し かしなが

ら,150年 にわたる誘導期間においては,主 として除伐 ・枝打 ・間伐を要する年伐区林分

がある年次から遂年増加するのにともなって,そ れに要する労働力も遂次増加の傾向をた

どることに注意を要する.

5)更 新期において密立更新樹を確保するための補植(す なわちポ ット付苗木の人工植

栽)に 用いる樹種は,当 面,シ ラカンバ ・マカンバ ・ハンノキ ・ヤチダモ ・ミズナラなど

の確実性の高いものを対象とし,養 苗技術の進歩に ともなって,そ の他の広葉樹も植栽可

能 と認められる段階に達したな らば,遂 次それ らを立地条件に応じて補植用樹種 として採

用すべきであることに注意を要する.

VI.摘 要

細胞式舌状皆伐作業法は,北 海道地方の広葉樹天然生林の林相を改良しなが ら保続生産

林へ誘導し,広 葉樹の保続 ・育成をはかる技術的方法であって,天 然更新による小伐区皆

伐法を基軸 とし,そ れに林道 との関連性を重視するとともに,森 林の公益的機能の保持を

配慮して森林生産組織化をはかるものである.

この作業法の概要はつぎのとおりである。

(1)等 高線沿いに基準勾配5%の 林道(以 下,等 高線林道 とい う)を,山 腹斜面に

100m間 隔の斜距離で,図 一1に 示すような流水方向になるように配慮して開設する.

(2)等 高線林道を上下に連絡す る林道(以 下,上 下連絡林道 とい う)を,図 一3に 示

すように作業級内におけるそれぞれの小流域の出口部 および 奥部の両斜面に,最 急勾配

16%で,計4路 線開設する.

(3)単 位伐区は,図 一2に 示すように,そ の山腹斜面の下方は等高線林道に接 し,他

の3方 は強固な細胞膜に相当す る保護樹帯(幅30m)に よって抱護され,そ の形状は小

尾根の嶺線をほぼ中心 とした舌状を呈す る.

(4)舌 状単位伐区は,図 一4に 示すように5ha以 下の範囲内で,必 要数だけ等高線

沿いに連結されて年伐区に組織化される.

(5)年 伐区は,等 高線沿いに数個連結されて不完全伐採列区に組織化される.

(6)不 完全伐採列区は,図 一3に 示す ように作業級内の小流域を,奥 部の上下連絡林

道によって,左 斜面 ・右斜面 ・奥斜面の3斜 面に分割するとともに,そ れぞれの一斜面を

等高線林道によって数段に分割して構成される.

(7)不 完全伐採列区を単位とする伐採一更新の着手順序は,つ ぎのような原則にした

が うものとする.な お,具 体的な例示は図一一3のとお りである.

1)同 一山腹斜面においては,最 上部から着手すること.



2)同 一山腹斜面においては,上 部→中部→下部の順序で連続して着手しないこと.

3)一 作業級が2以 上の小流域によって構成されている場合には,同 一小流域内で連続

して着手しないこと.

(8)収穫 予定法は,輪 伐期150年,1分 期10年 とする面積平分法を基本とし,年 伐

量の査定にあたっては融通性をもたせる.

(9)年 伐区林分の造成法は,皆 伐天然更新法によって更新し,表 一1に 示すような主

伐林分を目標 として,表 一2に 示すような間伐技術を施行することを基本とする.

前述の林道網設定法および単位伐区分画法にもとついて,1971年12月 に九大北海道演

習林第6林 班の35.15haの 森林を対象とし,林 道網を選定するとともに,舌 状単位伐区

の分画を試みた.そ の結果は図一6に 示すとお りであって,林 道網の総延長は約5,300m

で,ha当 りの林道密度は約150mに 達する結果となった.ま た,分 画された舌状単位伐

区数は19個 で,1伐 区の平均面積は0.95haと なった.
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        Foundation and Application of Clearcutting in the 
            Tongue Form Blocks surronuded by the 

                   Cell Wall System 

 Morio IMADA 

Résumé 

   Clearcutting in the tongue form blocks surrounded by the cell wall system is 

fit for the improving method of the inferior hardwood forest in Hokkaido and 

the sustaining method of the hardwood resources. From the point of view of the 

production system, this system is the forest organizing method in which clear-cutt
ing with natural regeneration systemin in small block is the basic idea and, the 

relation of the forest road to the production system and the preservative function 

of the forest are considered. 

   The main points of the typical working system are as follows : 

   (1) The forest road along the contour (the standard gradient : 5 %, the 

following mentioned the contour road) is set up at intervals of 100 m along slope 

length of hillside, in consideration of the direction of running water which is 

represented by Fig.-1. 

   (2) The road for connecting the contour road up and down (the standard 

gradient : 16 %, the following mentioned the up-down road) is set up at both hill

sides of the upstream part and the downstream part of the small watershed in 

the workingsection (q. v. Fig.-3). 

   (3) The down part of the unit block is bounded on the contour road and the 
other three parts are surrounded by shelter-areas (width: 30 m) which are equi

valent to the firm cell wall. The form of the unit block is regarded as the ton

gue of which the central line are equivalent to the divided line of the small ridge 
top (q. v. Fig.-2). 

   (4) The unit block of the tongue form is organized into the annual cutting 

block (under 5 ha) by being adjoined along the contour as occasion demands (q.v. 

Fig.-4). 

   (5) The annual cutting block is organized into the incomplete cutting series 

by being adjoined along the contour. 

   (6) The incomplete cutting series is composed of the divided hillsides which 

are surrounded by both the up-down road at upstream part and the contour road 

of the small watershed in the workingsection (q. v. Fig.-3). 

   (7) The cuttingregeneration order of the incomplete cutting series conforms 

to the following principles : 

   1) At the same hillside, cuttingregeneration order must be begun from the 

upper part.



   2) At the same hillside, cuttingregeneration must not be continued in order 

of the upper  part-Ahe middle part->the lower part. 

   3) In the case that one workingsection is composed of over two small water

sheds, cuttingregeneration must not be continued at the same watershed. 

   (8) Generally, annual yield is estimated by the area allotment method which 

has the rotation of 150 years and the working period of 10 years. 

   (9) Generally, the stand of the annual cutting block is regenerated by the 
clearcutting with natural regeneration and is tended by thinning techniques (q. 

v. Table-2) to form the stand for final cutting (q. v. Table-1). 

   The author has selected the forest road network and divided the unit block as 

tongue form for the area of 35. 15 ha in Hokkaido Forest attached to Faculty of 

Agriculture of Kyushu University, in December 1971. As a result of the above 

examination (q. v. Fig.-6), the forest road length per ha was about 150 m (total 

length was about 5, 300 m), and the mean area of the unit block of the tongue 

form was 0.95 ha (total block number was 19).


